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変
わ
る
表
示
□

「
栄
養
強
化
」
「
大
地
で
飼
育
」

「
甘
み
と
こ
く
が
あ
る
」
―
―
。

・東
京
都
内
の
高
級
食
品
ス
ー
パ
ー

に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
宣
伝
文
句
の

つ
い
た
卵
が
並
ぶ
っ
値
段
は
１
個

ぁ
た
り
２０
円
か
ら
６０
円
ま
で
、
３

倍
の
違
い
が
あ
る
。
が
、
値
段
通

り
の
差
が
本
当
に
あ
る
の
か
、
消

費
者
に
は
見
え

に
く
い
。

そ
こ
で
近
く
卵
の
商
品
名
や
ラ

ベ
ル
の
表
示
な
ど
の
見
直
し
が
行

わ
れ
る
。
業
界
内
の
自
主
的
な
規

制
ル
ー
ル

で
あ
る

「
鶏
卵
の
表
示

に
関
す
る
公
正
競
争
規
約
」
が
３

月

２７

日

に

全

面

施

行

さ

れ

る

の

だ
。①

「
天
然
卵
」

「
自
然
卵
」
な

ど
の
表
現
は
認
め
な
い
②

「
栄
養

強
化
卵
」
と
表
示
す
る
場
合
、
通

常
の
卵
と
比

べ
て
ど
の
栄
養
成
分

が
ど
れ
だ
け
多
い
か
を
具
体
的
な

数
値
で
示
す
―
―
な
ど
が
新
ル
ー

ル
。
あ
い
ま
い
だ

っ
た
表
示
の
基

準
が
明
確
に
な
る
。

「
平
飼
い
」
な
ど
の
用
語
も
、

細
か
い
使
用
基
準
を
定
め
た
＝
表

同
規
約
を
運
用
す
る
の
は
、
鶏

卵
公
正
取
引
協
議
会
。
生
産
者
や

後
藤
孵
卵
場
で
は

「
初
た
ま
ご
」

の
名
称
を

「
こ
だ
ま
ち
ゃ
ん
」
に

変
更
す
る
作
業
を
進
め
る

流
通
業
者
な
ど
約
２
０
０
業
者
が

加
盟
す
る
。
各
事
業
者
は
、
審
査

で
認
め
ら
れ
れ
ば
、
適
切
な
表
示

を
示
す

「
公
正
マ
ー
ク
」
＝
写
真

＝
を
商
品
ラ
ベ
ル
な
ど
に
使
用
で

き
る
。

規
約
に
加
盟
者
が
違

反
し
た
場
合
は
、
協
議

会
が
警
告
や
違
約
金
徴

収
、
除
名
な
ど
の
措
置

を

と

る

こ
と

が

で
き

る
。鵬

孵

。
養
鶏
業
大
手
の
後
藤
孵

卵
場

（
岐
阜
市
）
で
は
、
パ

ッ
ク

詰
め
卵

「
初
た
ま
ご
」
の
名
称
を
、

３
月
中
旬
か
ら
順
次

「
こ
だ
ま
ち

ゃ
ん
」
に
変
更
す
る
。

初
卵
と
は
、
卵
を
産
み
始
め
た

ば
か
り

の
若
鶏
の
卵
を
指
す
。
し

か
し
、
産
み
始
め
か
ら
い

つ
ま

で

の
若
鶏

の
卵
を

「
初
卵

」
と
呼

べ

る
か
と
い
う
基
準
が
な
い
。
同
社

の
担
当
者
は

「
規
約

で
も
初
卵

の

基
準
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
消

費
者
の
食
品
表
示

へ
の
関
心
が
高

い
中
、
誤
解
を
与
え
か
ね
な
い
商

品
名
は
避
け
る

べ
き
だ
と
判
断
し

た
」
と
説
明
す
る
。

規
約
で
は
、
こ
れ
ま
で
業
者
任

せ
だ

っ
た
生
食
用
卵
の
賞
味
期
限

口
に
つ
い
て
も

「
産
卵
日
か
ら
２‐

日
以
内
」
と
い
う
指
針
を
設
け
る

予
定
だ
。

こ
れ
ま

で
は
、
様

々

な
農
場
か
ら
集
ま

っ
て

く
る
卵
を
産
卵
日
こ
と

に
ま
と
め
直
す
の
は
面

倒
と

の
考
え
か
ら
、
大

半
の
流
通
業
者
は

「
パ

ッ
ク
詰
め
し
た
日
」
を
起
点

に
賞

味
期
限
を
決
め

て
い
た
。

食
品

コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
の
河
岸

宏
和
さ
ん
は

「
卵

に
は
あ
い
ま
い

な
表
示
が
目
立
ち
、
規
約

で
厳
格

化
す
る
こ
と
は
消
費
者
の
メ
リ

ッ

ト

に

つ
な
が
る

」
と
指
摘
す
る
。

そ
の
う
え
で
、

「
例
え
ば
賞
味
期

限

に
加
え
て
産
卵
日
や
農
場
の
名

前
も
表
示
す
る
な
ど
、
よ
り
消
費

者
に
親
切
な
対
応
を
望
み
た
い
」

と
注
文
を

つ
け
る
。

「鶏卵の表示に関する公正競争規約」で

定められた主な用語の使用基準

平飼い 鶏舎内か屋外で、鶏が床面 0地面
を自由に運動できるようにして飼育 した

場合      、
放 し飼い 平飼いのうち、日中の過半を屋
外で飼育した場合

地師 採卵地が属する市・郡の区域内で
流通・消費されることが予定される鶏卵

有精卵 雌 100羽に対して雄 5羽以上の割
合で飼育し、自然交配で受精可能な環境

だと確認された場合

特選・厳選・最高級・極上 他の鶏卵に比
べ、品質などで特に優れていると、あら

かじめ鶏卵公正取引協議会で承認を得た

場合

天然・自然  「天然卵」「自然卵」は不可。
ただし、卵を直接修飾しない表現なら、

あらかじめ鶏卵公正取引協議会で承認を

得れば使用可

鶏
卵
業
界

自
主
的
に
規
制

示でもいい。似たような表示である「消費期限」
は、急速に劣化しやすいものが対象。この期間が
過ぎたら食べない方がいい。一般に、弁当や総菜
などで表示する。

商路■ラ製レ賞味期限も統下ヽ

【ΞΞ】 譴 鵬 化細 絲 督 麒 IR
期限を過ぎても、すぐに食べられなくなるという
わけではない。 3か月を超えるものは、年月の表


